
四日市市消防本部告示第５号 

危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱の一部を改正する

要綱を次のように定める。 

 令和８年６月１日 

四日市市消防長 小谷 正人 

 

危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱の一部を改正

する要綱    

 危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱（令和２年８月１

９日消防本部告示第４号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、四日市市危険物規

制規則（昭和48年規則第39号。以下

「規則」という。）第9条第2項、第10

条ただし書及び第10条の2ただし書に規

定する市長が認めた関係者（製造所等

の所有者、管理者又は占有者）の認定

基準及び手続について、必要な事項を

定めるものとする。  

 

第１条 この要綱は、四日市市危険物規

制規則（昭和48年規則第39号。以下

「規則」という。）第9条第2項及び第

10条ただし書に規定する市長が認める

関係者（製造所等の所有者、管理者又

は占有者）の認定基準及び手続につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 

（認定等の申請） （認定等の申請） 

第２条 規則第9条、第10条及び第10条の

2の規定に基づく危険物製造所等変更届

出書、危険作業開始の届出書及び機器

開放等の作業開始の届出書（以下「変

更届出書等」という。）の提出を省略

することができる事業所として、前条

に掲げる市長の認定（以下「認定」と

いう。）を受けようとする製造所等の

第２条 規則第9条及び第10条の規定に基

づく危険物製造所等変更届出書及び危

険作業開始の届出書（以下「変更届出

書等」という。）の提出を省略するこ

とができる事業所として、前条に掲げ

る市長の認定（以下「認定」とい

う。）を受けようとする製造所等の関

係者及び第11条第1項第3号に規定する



関係者及び第10条第1項第3号に規定す

る認定の取消しの申出を行う関係者

は、変更工事等届出認定事業所認定申

請書(第1号様式)（以下「認定申請書」

という。）を市長に提出しなければな

らない。 

２及び３ （略） 

４ 認定を受ける製造所等の範囲は、事

業所敷地内に存する施設全般とするほ

か、施設単位とすることができるもの

とする。 

 

認定の取消しの申出を行う関係者は、

変更工事等届出認定事業所認定申請書

(第1号様式)（以下「認定申請書」とい

う。）を市長に提出しなければならな

い。 

 

２及び３ （略） 

 

（認定の審査） （認定の審査） 

第３条 市長は、前条第1項の規定による

申請があったときは、危険物に係る変

更管理が優良であるとともに、危険物

管理及び工事管理が適切に運用され、

事業所の保安実績が優良であるかどう

かについて、次の各号のいずれかによ

り審査を行うものとする。 

(1) 認定を受けようとする関係者が、

危険物保安技術協会が行う保安に関

する評価を受け、当該評価の結果及

び当該評価に係る関連書類の写しを

提出し、これに基づき審査するもの 

 (2) 認定を受けようとする関係者（高

圧ガス保安法（昭和26年法律第204

号）第20条第3項第2号、同法第35条

第1項第2号、同法第39条の13、高圧

ガス保安法施行令（平成9年政令第20

号）第10条ただし書、同令第10条の2

ただし書及びコンビナート等保安規

第３条 市長は、前条第1項の規定による

申請があったときは、危険物に係る変

更管理が優良であるとともに、危険物

管理及び工事管理が適切に運用され、

事業所の保安実績が優良であるかどう

かについての審査を行うものとする。 

 



則（昭和61年通商産業省令第88号）

第14条第1項第8号に定める経済産業

大臣に認められた事業者で、認定を

証明する書類を提出した者に限

る。）から別表第1に定める基準に適

合することを明らかにした書類が提

出され、これに基づき審査するもの 

(3)認定を受けようとする関係者が、前

各号に定める以外の第三者機関が行

う保安に関する評価を受け、当該評

価結果に基づき審査するもの 

 

（認定又は不認定の通知） （第三者機関による評価） 

第４条 市長は、第3条の規定による審査

の結果、認定をする場合は、変更工事

等届出認定事業所認定通知書（第2号様

式）を申請者に交付するものとする。 

２ 市長は、第3条の規定による審査の結

果、認定をすることが適当でないと認

める場合は、変更工事等届出認定事業

所不認定通知書(第3号様式)を申請者に

交付するものとする。 

３ 前2項の規定による交付には、認定申

請書の１部を添付して申請者に返却す

るものとする。 

 

第４条 認定を受けようとする関係者

は、第3条に掲げる変更管理等の運用状

況について、危険物保安技術協会その

他の第三者機関が行う保安に関する評

価を受け、当該評価の結果並びに当該

評価に係る関連書類の写しを市長に提

出するものとする。 

２ 市長は、前項の評価の結果等を第3条

の規定による審査に活用することがで

きる。 

 

 

 

（欠格事項） （認定又は不認定の通知） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する

場合は、認定を受けることができな

い。 

 (1) 事業所において危険物の取扱いを

開始した日から2年を経過していな

第５条 市長は、第3条の規定による審査

の結果、認定をする場合は、変更工事

等届出認定事業所認定通知書（第2号様

式）を申請者に交付するものとする。 

２ 市長は、第3条の規定による審査の結



いもの 

(2) 事業所に設置されている危険物施

設において、次の事故が発生してか

ら2年を経過していないもの 

  ア 死者が１名以上又は重傷者が2名

以上発生した火災、爆発、漏えい等

の事故 

  イ 社会的影響が大きいと認められ

る事故(危険物施設外に大量に危険

物が漏えいした事故、周辺住民への

避難勧告等を伴った事故等) 

(3) 消防法（昭和23年法律第186号。以

下「法」という。）第3章に規定する

市長の命令（法第12条の3第1項の規

定による緊急使用停止命令を除

く。）を受けて、当該命令に係る改

善措置を講じた日から2年を経過して

いないもの 

(4) 第11条の規定により認定を取り消

された日から2年を経過していない

もの 

 

果、認定をすることが適当でないと認

める場合は、変更工事等届出認定事業

所不認定通知書(第3号様式)を申請者に

交付するものとする。 

３ 前2項の規定による交付には、認定申

請書の１部を添付して申請者に返却す

るものとする。 

 

（認定の更新） （欠格事項） 

第６条 認定は、最長で5年ごとに更新を

受けなければ、その効力を失う。 

２ 第2条から第4条の規定は、前項の規

定による認定の更新について準用す

る。 

 

第６条 次の各号のいずれかに該当する

場合は、認定を受けることができな

い。 

 (1) 事業所に設置されている危険物施

設の使用を開始した日から2年を経

過していないもの 

(2) 事業所に設置されている危険物施

設において、次の事故が発生してか

ら2年を経過していないもの 



  ア 死者が１名以上又は重傷者が2名

以上発生した火災、爆発、漏えい等

の事故 

  イ 社会的影響が大きいと認められ

る事故(危険物施設外に大量に危険

物が漏えいした事故、周辺住民への

避難勧告等を伴った事故等) 

(3) 消防法（昭和23年法律第186号。以

下「法」という。）第3章に規定する

市長の命令（法第12条の3第1項の規

定による緊急使用停止命令を除

く。）を受けて、当該命令に係る改

善措置を講じた日から2年を経過して

いないもの 

(4) 第11条の規定により認定を取り消

された日から2年を経過していない

もの 

 

（変更の認定） （認定の更新） 

第７条 認定を受けている者は、第3条に

掲げる審査内容について、事業所の保

安体制に係る重大な変更を伴う場合で

市長が必要と認めるものについては、

当該変更に係る評価を受け、市長の審

査を受けなければならない。 

２ 第2条から第4条の規定は、前項の規

定による変更の認定について準用す

る。 

 

第７条 認定は、5年ごとに更新を受けな

ければ、その効力を失う。 

２ 第2条から第5条の規定は、前項の規

定による認定の更新について準用す

る。 

 

（工事記録等の保管） （変更の認定） 

第８条 認定を受けている者は、省略を

行った届出書の内容について、工事又

第８条 認定を受けている者は、第4条に

掲げる評価内容について、事業所の保



は作業の実施日時及び実施内容等、省

略を行った届出書の内容が分かるよう

必要事項を記載のうえ、事業所におい

て記録簿として3年分を保管しておかな

ければならない。 

 

安体制に係る重大な変更を伴う場合で

市長が必要と認めるものについては、

当該変更に係る評価を受け、市長の審

査を受けなければならない。 

２ 第2条から第5条の規定は、前項の

規定による変更の認定について準用す

る。 

 

（工事記録等の提示） （工事記録等の保管） 

第９条 認定を受けている者は、省略

を行った届出書の内容について、法第1

6条の5第1項の規定により市長から資料

の提示を求められたときは、前条に掲

げる記録簿を提示できるよう備えなけ

ればならない。 

第９条 認定を受けている者は、省略を

行った届出書の内容について、工事又

は作業の実施日時及び実施内容等、省

略を行った届出書の内容が分かるよう

必要事項を記載のうえ、事業所におい

て記録簿として3年間分を保管しておか

なければならない。 

 

（認定の取消し） （工事記録等の提示） 

第１０条 市長は、認定を受けている者

が次の各号のいずれかに該当するとき

は、認定を取り消すことができる。 

 (1) 第5条第2号及び第3号に掲げる事由

に該当するとき 

 (2) 第7条第2項の規定による手続きを

経ずに、第7条第1項に掲げる保安体

制の変更を行った場合で、認定の継

続が適当でないと市長が認めたとき 

 (3) 認定を受けている者から認定の取

消しの申出があったとき 

 (4) 第3条第2号に定める経済産業大臣

の認定が取り消されたとき（同号に

規定する認定を受けている場合に限

第１０条 認定を受けている者は、省略

を行った届出書の内容について、法第

16条の5第1項の規定により市長から資

料の提示を求められたときは、前条に

掲げる記録簿を提示できるよう備えな

ければならない。 

 



る。） 

２ 市長は、前項の規定による認定の取

消しを行う場合は、変更工事等届出認

定事業所認定取消通知書（第4号様式）

を申請者に交付するものとする。 

 

（委任） （認定の取消し） 

第１１条 この要綱に定めるもののほ

か、必要な事項は、別に定めるものと

する。 

第１１条 市長は、認定を受けている者

が次の各号のいずれかに該当するとき

は、認定を取り消すことができる。 

 (1) 第6条第2号及び第3号に掲げる事由

に該当するとき。 

 (2) 第8条第2項の規定による手続きを

経ずに、第8条第1項に掲げる保安体

制の変更を行った場合で、認定の継

続が適当でないと市長が認めたと

き。 

 (3) 認定を受けている者から認定の取

消しの申出があったとき。 

２ 市長は、前項の規定による認定の取

消しを行う場合は、変更工事等届出認

定事業所認定取消通知書（第4号様式）

を申請者に交付するものとする。 

 

 （委任） 

 第１２条 この要綱に定めるもののほ

か、必要な事項は、別に定めるもの

とする。 

  

 

別表第１を次のように定める。 

 

 



別表第１（第３条関係） 

基本事項 審査項目 審査基準 

Ⅰ 保安体

制全般 

①  本社の基本姿勢 保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施

策が定められているとともに、実践されてい

ること 

②  本社の保安管理体制

の整備 

保安管理を担当する部署が組織されており、

その責任の所在が明確になっていること 

③  本社の保安管理の推

進 

各事業所の保安管理実績の検討等、事故の発

生防止等に関する重要事項について、指導、

助言が行われていること 

④  事業所の基本姿勢 事業所の保安の確保に関する理念、基本方針

等の施策が定められていること 

これらの施策が従業員（協力会社含む）に理

解され、実践されていること 

⑤  規程の整備 保安に関する規程が整備されていること 

⑥  本社との連携 本社からの保安に関する重要事項の指導、助

言について、事業所内に反映されるとともに

保安に係る事項が必要に応じてフィードバッ

クされていること 

⑦  組織 保安管理、工事管理、自主検査管理、事故対

策管理、教育管理等の機能を持った組織があ

り、それぞれ組織の責任及び権限の所在が文

書化されていること 

それぞれの組織間の連絡調整が図られ、ま

た、各組織が円滑に職務を遂行していること  

⑧  教育訓練 工事管理、自主検査、事故対応について、教

育訓練に関する規程が策定されており、適切

に実行、見直しがされていること 

教育訓練の記録が作成されていること 

Ⅱ 運転/

設備管理 

①  運転管理 マニュアルが整備されており、適切に運用さ

れていること 



②  資格 運転管理部門の長は、１０年以上の実務経験

を有し、かつ、甲種もしくは乙種危険物取扱

者免状を有すること 

③  非定常作業 スタートアップ、シャットダウン、緊急シャ

ットダウンにかかるマニュアルが整備され、

適切に実施される体制が確立されていること  

④  設備管理 運転及び設置条件を基に適切な設備や機器の

選定がなされ、これらの余寿命を管理する体

制が確立されていること 

⑤  点検結果の反映 日常及び定期点検の結果を設備管理に反映す

る体制が確立されていること 

⑥  危険源への対応 運転条件、設備や機器を変更する場合に、事

前にリスクアセスメントを実施し、危険源の

抽出とその対策を適切に行う体制があること  

Ⅲ 工事管

理 

①  遵法管理 危険物にかかる法令の専門的知識を有する部

署が設けられ、変更工事にかかる法令対応の

管理監督の体制が確立されていること 

②  工事管理規程 工事管理規程が整備され、その内容が適切で

あること 

各種工事の標準仕様書が整備されていること  

③  工事管理 工事管理規程に基づき適切に工事管理されて

いること 

④  協力会社との連携 工事計画、施工方法について、協力会社への

指導が適切に行われ、工事施工者まで伝達さ

ていること 

⑤  検査方法等 工程ごとに検査方法が明確になっていること  

検査の種類ごとに検査の手順、判断基準等が

適切であり、明確になっていること 

⑥  検査実施者 検査の種類ごとに検査員の資格が明確になっ

ており、それらが適切であること 



⑦  検査記録 検査記録表は、検査の内容、結果、責任者、

実施者、検査条件が明確になっていること 

検査記録表の保管について、責任者が定めら

れていること 

⑧  指摘内容（更新時の

み） 

中間検査、完成検査において重大な指摘事項

がないこと 

⑨  改善状況（更新時の

み） 

指摘事項が適切に改善されていること 

⑩  指摘事項等の記録

（更新時のみ） 

指摘事項及びその改善状況について記録を残

していること 

Ⅳ 災害対

応 

①  事故発生時の初動体

制 

事故発生時の初動体制が適切であること 

②  関係機関との連携 関係機関への通報及び事故内容や措置状況に

ついて関係機関と情報共有する体制があるこ

と 

③  事故対策本部及び事

業所内対応組織の運

営 

事故対策本部及び事業所内対応組織の運営が

円滑に行われていること 

④  事故原因調査 事故原因調査が適切に行われていること 

⑤  事故の再発防止 事故原因を究明し、再発防止のため、類似の

危険要因を排除するため措置が講じられてい

ること 

⑥  教育訓練への反映 事故対応の課題が抽出され、教育訓練等の改

善が行われていること 

Ⅴ その他 ①  立入検査時の指摘内

容 

重大な指摘がないこと 

②  改善状況 指摘事項が適切に改善されていること 

 

 

 

 

 



第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第２条関係） 

 
変更工事等届出認定事業所認定申請書 

 

年   月   日 

四日市市長   

 

申請者 所 在 地 

 名 称                     

代表者氏名                     

電 話 番 号                         

  

変更工事等届出認定事業所の認定を       ので、危険物製造所等における変更工

事等届出認定事業所に関する要綱第２条第１項の規定により、次のとおり申請します。  

 備考  

  １  この用紙の大きさは、Ａ４とすること。  

２ 認定区分のうち新規に届け出る場合は、前回の認定年月日、認定番号及び認定の有効期間の

欄、変更又は更新の内容の欄並びに変更又は更新の理由の欄は、記入しないこと。  

３ 平成11年3月17日消防危第 22号及び平成20年1月 28日消防危第16号に基づく完成検査及び完成

検査前検査にかかる認定を受けている事業所は、その他必要な事項の欄に当該認定の次回更新

期限を記載すること。  

４ ※印欄は、記入しないこと。  

 

申請する

事 業 所 

所在地  

名 称  

認 定 の 区 分 新 規 ・ 更 新 ・ 変 更 ・ 取消し 

審査の別 第３条第１号 ・ 第３条第２号 ・ 第３条第３号 

認定を受けようとす

る施設等の別 
 

希望する認定期間 １年 ・ ２年 ・ ３年 ・ ４年 ・ ５年 

前回の認定年月日、 
認 定 番 号 及 び 
認 定 の 有 効 期 間 

        年   月   日 四消本予第    号 

有効期間       年    月   日 まで 

変更又は更新の内容  

変更又は更新の理由  

そ の 他 必 要 な 事 項   

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄  

   認定年月日 

  認定番号 

受けたい 

取消したい 



第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 
 

変更工事等届出認定事業所認定通知書 

 

                             四消本予第    号 

年   月   日 

 

         様 

 

       四日市市長       印 

 

 

年   月   日付けで申請のあった変更工事等届出認定事業所の認定につい

て、次のとおり認定することに決定したので、これを通知します。 

 

区     分 新 規  ・  更 新  ・  変 更 

認
定
す
る
事
業
所 

名     称 

 

所  在  地 

 

認定の有効期間    年   月   日から   年   月  日まで 

      

認定する施設等 

 

特 記 事 項  

 



第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

 

 

変更工事等届出認定事業所不認定通知書 

 

四消本予第    号 

                            年   月   日 

 

         様 

 

四日市市長       印   

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった変更工事等届出認定事業所の認定につ

いては、下記の理由により認定しないことに決定したので、これを通知します。  

 

 

記 

 



第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係） 

 

 

変更工事等届出認定事業所認定取消通知書 

 

四消本予第    号 

                            年   月   日 

 

            様 

 

    四日市市長        印 

 

 

年  月  日付け四消本予第     号の変更工事等届出認定事業所

の認定について、次のとおり取り消すことに決定したので、これを通知します。  

 

認
定
を
取
り
消
す
事
業
所 

名     称  

所  在  地 

 

取り消した理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 消 防 本 部 予 防 保 安 課 ）  

 

 

 

 


